
英語が国際社会で共通語として使用され
ることが多い現代では，日本と同様フィ

ンランドでも多くの人々が英語を学んでいる。日本
語の言語の系統は不明であるが，フィンランド語は
ウラル・アルタイ語族に分類され，両言語ともイン
ド・ヨーロッパ語族に属すると考えられている英語
とは語族が異なる。両国では英語を外国語として学
習する環境にあるものの，その英語力には差がある
ように見える。例えば，両国の TOEFL iBT（January 

2012から December 2012まで）の結果では，フィン
ランドはリーディング，リスニング，スピーキング，
ライティングの平均スコアが95（フルスコアは120）
という好成績である。これは，英語と同じインド・
ヨーロッパ語族のゲルマン語派に分類されるドイツ
（スコア96）やデンマーク（スコア98）に近い水準で
ある。一方，日本の平均スコアは70で，アジア30か
国中，下から 3番目の成績である。そこで，本研究
では，フィンランドの英語教育の現状を調べる一方，
日本の現状や英語教員25名を対象としたアンケート
調査の結果を比較しながら，日本の英語教育におけ
る課題と向上のヒントを探りたい。

研究の背景と目的1
　Organisation for Economic Co-operation and 

Development（OECD，経済協力開発機構）は加盟
国と非加盟国の15歳児の読解力，数学的リテラシー，
科学的リテラシーなどの分野で PISA（Programme 

for International Student Assessment）と呼ばれる国
際的な学習到達度調査を2000年に，32か国を対象と

して開始した。フィンランドはこの調査において高
い学力水準を示し，その教育の成功が世界の注目を
集めている。実際，フィンランドでは国民 5人に 4

人が国の教育制度に満足していることが OECD の 

Government at a Glance 2013の Country Fact Sheet 

で報告されている（OECD, 2013）。2013年11月に訪
日されたフィンランドのキウル教育科学大臣は，
フィンランドの優れた教育の成功の基礎は「信頼」
であると述べた（ハフィントンポスト，2013）。そ
の「信頼」の根拠は何なのだろうか。フィンランド
が1990年代に実施した大胆な教育システム改革が関
連しているのだろうか。日本の厚生労働省（2004）
は，フィンランドの教育改革の特徴を「転換期の社
会と働く者の生活」の中で，「（途中省略）a 教師の
質の確保（修士号取得を義務づけ），s 教師への大
幅な権限委譲（教材・カリキュラム編成，授業内容
等における教師の裁量拡大），d 授業方式からテー
マ学習方式への転換及び少人数教育の徹底である」
と，分析している。そこで本研究では，フィンラン
ドの特に教員の役割や裁量権，教員の質をどのよう
に確保しているのか，日・フィンランド両国の英語
教育の現状を比較しながら日本の英語学習者の英語
力向上のヒントを考えたい。

フィンランドにおける教育
の分権化2

2.1 フィンランドの教育改革
　フィンランドは1918年にソ連邦から独立したが，
両国は引き続き経済的に密接な関係にあった。1991

年のソ連邦崩壊が影響しフィンランドは深刻な不況
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に陥ると，国際競争に勝ち残るため人材の育成に，
より多くの力を注ぐ決断を下し，1990年代に教育改
革を行った。これまでの教育に関する歴史の概観は
表 1のとおりである。
　この教育改革の柱は表 1にあるように，1994年に
学習指導要領に当たる「ナショナル・コア・カリ
キュラム」（National Core Curriculum）が大綱化さ
れたことであろう。その核はフィンランド国家教育
委員会によって作成されるが，これを基に教育提供
者である自治体と，その地域や学校が，地方の特色
を踏まえ，実情に応じて具体化しカリキュラムを作
成する。改訂されたカリキュラムは学年別ではなく
最終学年時点での到達目標のみを大まかに示してい
る。したがってフィンランド各地方や各学校の裁量
の範囲が拡大され，その地域や学校の実情に見合っ
た方針を立てることができるようになったのであ
る。そこで，国，自治体，そして学校や教員，それ
ぞれの役割を見てみる。

2.2 フィンランドの教育における国の
役割

　1995年の European Union（EU, 欧州連合）第 4

次拡大において，フィンランドは EU に加盟してい
る。EU と加盟国との間には，EU が単独で権限を
持つ分野（例えば，関税同盟，ユーロ圏の金融政策
など）や，EU と加盟国が権限を共有する分野（例
えば，環境，運輸，エネルギー），そして，加盟国

が EU 加盟後も引き続き権限を有する分野が存在す
るが，その 1つが教育である。したがって，フィン
ランドは EU に加盟した後も独自の教育方針を進め
ることが可能であったのである。
　現在，フィンランドの教育を管轄する中央政府の
主な教育行政機関は，①教育省（The Ministry of 

Education）と，②国家教育委員会（The National 

Board of Education）である。教育省は学校の建物
や教員の給料など，条件整備と制度構築や権限規定
などの立法部門を担当する。一方，国家教育委員会
は教育省の下部組織であるが，一定の独立性を有し
ていて，学校教育に関する（教育学，各教科，心理
学などの）専門家で構成されており，教育省ととも
に，教育の指針，内容，就学前教育に始まり成人に
至るまでのメソッドの検討改善，国レベルでの教育
評価，開発的任務，情報サービスなど，主に教育内
容の水準維持にかかわる非政治的かつ専門的な業務
を担当している（福田, 2006）。
　また，財務省財務総合政策研究所（2006）による
教育関連の予算を見ると，「（途中省略）義務教育に
係わる費用は，市町村と国により賄われる。国から
市町村へは，学生数や市町村歳入等を基に計算され
る教育文化補助金（一般補助金）が，教育省から交
付される。この結果，義務教育レベルにおける国の
負担は57％，市町村の負担は43％である」。また，
2008年から2010年にかけてフィンランドの GDP 

（国内総生産）減少は OECD 加盟国の中で 8番目に

1979年 教員養成カリキュラムの改革により一部を除き教員になるためには修士号の取得が必要となる。
1990年 英語教育が初等教育の3年次から必須，1年から開始することも可能になる（国際化促進の準備）。

1991年
北欧文化閣僚機構が，学校管理を国から地方自治体に移すよう勧告。
フィンランドで国家教育委員会が組織される（視学官制度などは解体される）。

1992年 教科書検定が廃止される。

1993年 6月，教育の分権化に関する法律が国会で採択され，94年から実施される教科書検定を行っていた管理
機構（コウルハリトス）が全廃される。

1994年 行政改革の一環として，ほとんどの教育権限を地方自治体に移管。学習指導要領（ナショナル・コア・
カリキュラム）が改訂され，現場の教員の裁量が拡大される。

1995年 フィンランドがEUに加盟し，「2000年に向けての教育プラン」を発表。

2003年 教育省による教育・研究振興5か年計画（Education and Research 2003～ 2008）教育制度を整備し，か
つ，「国民がすべての段階の教育を安心して受けられること」を目標とする（文部科学省 , 2007）。

2004年 新カリキュラムとなり，授業時間数が複数学年でまとめられて示される。語学向上に重点が置かれる。
2006年 カリキュラムの改訂が行われる。　基礎教育（6.3制）を見直し 9年間の一貫制が完全実施となる。

（注） 庄井・中嶋（2005）「第4章 フィンランドの教育と歴史」pp.310 -336などを参照して作成。

■	表 1：フィンランドにおける教育改革関連の主な歴史的出来事
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大きなものであったにもかかわらず，教育に充てる
費用を同時期に 6 ％も増加させた（OECD 

Education at a Glance, 2013）ことは，この国が教
育への投資を重要と考えていることをよく示してい
ると言えるだろう。さらに，教育省と市町村レベル
の自治体（municipal government）の間に，教育ユ
ニットが存在しないため，国の教育管理のための費
用を除いては，予算のほとんどが，学校とクラスルー
ムを中心に使われている（OECD, 2010）。これも国
の自治体や学校に対する「信頼」の現れの 1つであ
ると思われる。

2.3 フィンランドの教育における地方
自治体の役割

　自治体の意思決定は議会であり，議員は住民に
よって直接選挙で選ばれる。自治体は学校設置義務
を持ち，学級編成の基準の策定や学校への予算配分
なども担当するが，実際は権限の多くが教育の提供
主体である各学校に委譲されている。また，基礎教
育に関し，地方の教育目標とシラバスを決定する権
限を有しているが，実際には地方自治体と学校とで
協議をし，その地域の実情に沿ったものに具体化さ
れる。

2.4 フィンランドの教育における学
校，教員の役割と裁量権

　フィンランドの教員の自由裁量は広く，ナショナ
ル・コア・カリキュラムを具体化するための，実践
的なカリキュラムを地方自治体と学校の教員が協議
作成する。また，教授法，教材，学生の学習評価に
ついて同僚の教員たちと協力しながら決める。その
ため個々の学生のニーズに対応することが可能であ
り，全体の学力向上に寄与していると指摘している
（福田, 2006）。さらに，教員は教科書の作成過程に
もかかわることがあれば，自分の仕事や勤務する学
校の発展にも影響を与える機会も多くある。このこ
とは，フィンランドにおいて教員という職業が高い
人気を持つ理由の 1つと考えられている（タンペレ
大学，ヤーティネン先生の談話）。

フィンランドにおける教育
制度の概観3

3.1 義務教育（初等教育と前期中等教
育）

　次にフィンランドにおける教育制度全般について
概観を述べる（図 1）。基本的義務教育は，7歳を
過ぎて始まる初等教育の 6年間と，前期中等教育 3

年間の合計 9年間を16歳で終える。学校は一部を除
き公立である。また，年間の授業日数は約190日間
で，これは PISA 調査に参加している OECD 加盟国
の中で最も少ない。

3.2 後期中等教育と大学入学試験
　義務教育を終了した学生のほとんど（90％以上）
が後期中等教育に進んでいる。後期中等教育には普
通高校と職業訓練校があるが，学生の約 6割は普通
校に進んでいる。普通高校では単位制を取ってい
て，後期中等教育の教育概要は平均 3年間で修了す
る。また，修了時に認定試験（national matriculation 

examination）を受けて大学入学資格を取得するが，
これが学生にとっては最初の全国統一の試験とな
る。4つの必須科目（2つの公用語，外国語，数学
または一般教養，人文または自然科学の中から学生
が試験科目）を選択し受験する。大学に入学を希望
する場合は，認定試験後さらに志望する大学が実施
する個別の入学試験を受験し，合格した大学へ進む。

3.3 高等教育
　フィンランドの高等教育には大学とポリテク
ニックがある。フィンランドには大学が14存在し，
そのうち，8つが教育系の大学である。大学は学術
研究や指導に重点を置いているのに対し，ポリテク
ニックでは，より実践的なアプローチを取っている。
フィンランドの大学の入学審査は厳しく，2011年に
は大学入学希望者66,000人に対し，入学許可を得ら
れたのは17,000人（26％）であった。ポリテクニッ
クへの入学希望者は70,000人で，22,100人（32％）
が入学許可を得ている（フィンランド大使館, 

2014）。
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フィンランドにおける教員
の質の確保4

4.1 教員になるには
　フィンランドでは教員は職業的にとても自律的で
あるため，教員になるためには高いレベルの能力と
学習が必要であると考えられている。クラス担任と
なる教員は教育修士を修了，教科教員はその専門教
科の修士と，教職課程を修了している。修士号の取
得は，補修を担当する特別教育担当教員にも義務づ
けられている。

　教員という職業の人気は高く，およそ普通科高校
生の 4分の 1に当たる学生が教育系の大学に進学を
志望する。選考は大学入学資格試験と大学が個別に
行うものとがある。1か月にも及ぶ選考を通過した
1割程度の有能で熱意のある志願者のみが残り，高
い能力と意欲を持つ学生を確保している。教育系大
学では，ほぼ 5年か，それ以上かけて必要単位を取
得する。フィンランドの教職課程で特徴的なこと
は，教育実習に多くの時間が割り当てられ教員養成
において実践的な訓練に重点が置かれていることで
あろう。講義と並行しながら 4か月から半年間もの
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（注）庄井・中嶋（2005）に基づいて作成。  

▶	図 1：フィンランドの学校教育体系
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時間をかけて教育実習を行い，必要な単位を取得す
るのである。ここで学生は，実際の教育現場で起こ
るさまざまな問題に直面し対処方法を探る練習を重
ねることができるので，とても重要な準備期間であ
ると思われる。

4.2 教員のための研修について
　フィンランドにおける教員の研修について増田
（2008）によると，「（途中省略）大学付属の教員訓
練校や国家教育委員会管轄下にある団体が主催する
ものをはじめ，各自治体で行うものやコンサルタン
ト会社が提供するものなどがある。規定では，年に
3日程度の研修が義務で，平均すると 8日程度の研
修を受けているといわれているが，熱心に受ける人
とそうでない人の間でバラつきがみられることを問
題視する声も出ている」。また，研修が平日に実施
される場合，参加する教員は①校長の許可，②研修
費の負担，③代用教員の確保とその費用を整えなけ
ればならないが，自治体の考えや財政が許せば，学
校の校長が積極的に研修への参加を奨励し，しかも，
研修費や代用教員の費用も学校側が負担することも
ある。

日本とフィンランドにおけ
る英語教育の現状5

5.1 年齢別児童の授業時間数
　次に日本とフィンランドにおけるそれぞれの英語
学習時間（表 3を参照）を見ると，12-14歳児の必
修授業時間に占める教科別授業時間数の割合（必修

カリキュラムの各教科に割り当てられる標準授業時
間の割合％）として，フィンランドは国語が13％で
外国語14％であるのに対して，日本はそれぞれ11％
と10％であり，それほど差がないことがわかる。し
かしながら，9-11歳児の必修授業時間数に占める外
国語授業時間数の割合（表 2）を見ると，外国語の
授業時間数が必修授業時間に占める割合は，日本の
1％に対しフィンランドでは 9％となっていて，比
較的義務教育の早い段階から学校で英語学習にある
程度の時間を割いていることがわかる。外国語を初
等教育の比較的早い段階から導入することもフィン
ランドが TOEFL などの英語試験で好成績を収めて
いる一因なのではないだろうか。また，フィンラン
ドではこれまで 5回実施された PISA における読解
力リテラシーの調査ではその平均得点が常に上位 6

位以内に入っていることから，初等教育の段階から
の外国語学習が母語の学習に大きな妨げとなるとは
一概に言えないのではないかと推察される。
　ところで，フィンランドでは初等教育 6年間と中
等教育前期 3年間の計 9年間にわたる義務教育段階
で，最低 2か国語を学ぶ（藤田，2009）。第 1外国
語の学習は日本の小学校に当たる初等教育の低学年
から始まる。英語，フランス語，ロシア語などが選
択可能であるが，2000～2001年度，83％の児童が第
1外国語として英語を選択している（大谷，2010）。
初等教育の終了時での到達目標は「身近なテーマに
関する簡単な会話を理解」すること，また，前期中
等教育の終了時では「日常会話を理解，テレビ・映
画などの要点を理解」することが到達目標として掲
げられている。後期中等教育で，さらにもう 1か国

■	表 2：日本とフィンランド（FIN）で9-11歳児の必修授業時間に占める教科別授業時間数の割合（％）（2010年）の比較
必修教科

選択必修
教科

必修カリキュラ
ム合計国語 算数 理科 社会 外国

語 技術 芸術 体育 宗教 職業
技能

その
他

必修教
科合計

日本 18 16 10 9 1 n 10 8 n n 19 92 8 100

FIN 21 18 10 2 9 n 19 9 5 n n 94 6 100

■	表 3：日本とフィンランド（FIN）で12-14歳児の必修授業時間に占める教科別授業時間数の割合（％）（2010年）の比較
必修教科

選択必修
教科

必修カリキュラ
ム合計国語 算数 理科 社会 外国

語 技術 芸術 体育 宗教 職業
技能

その
他

必修教
科合計

日本 11 11 10 9 10 3 7 9 n n 17 87 13 100

FIN 13 13 17 7 14 n 15 7 5 4 n 95 5 100

（「図表でみる教育」（OECD, 2012）　pp.478-480 からデータを抜粋して作成。）
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語を選択して学ぶこともできる。

5.2 クラスの学生数
　フィンランドの学校では通常，クラスは20～25名
程度で編成されるが，英語の授業では10名前後に
（習熟度別ではなく）分割されることが多いようで
ある。しかも，英語担当の教科教員に加えて，副担
当者のようなサポートがつくので，学生に対しより
きめ細かく目を配ることができる（飯田・米崎, 

2010）。

5.3 語学力の到達目標と評価
　EU では，人権，民主主義，法の支配の分野で国
際社会の基準策定を主導する汎欧州の国際機関とし
て設立された Council of Europe（欧州評議会）が，
2001年に ELP（European Language Portfolio）と呼
ばれる「ヨーロッパ言語ポートフォリオ」と，
CEFR（Common European Framework of Reference 

for Languages: Learning, teaching and assessment）
ヨーロッパ言語共通参照枠組みを公開している。こ
れは，複言語主義を促進するための教育的ツールと
して導入されたものである。複数の言語を母語話者
のレベルで使えるようになることを目的とする多言
語主義とは異なり，複言語主義では複数の言語で特
定の場面・状況の中で特定の相手とコミュニケー
ションできるようになることを目標としている。
ELP は次の 3部から構成されている。言語能力を書
き込む「言語パスポート」（Language passport），「言
語学習履歴」（Language biography），そして「学習
成果の記録」（Dossier）である。また，学校教育段
階でのポートフォリオの機能は，自律的言語学習を
促す「教育機能」（pedagogical function）と，「評価
機能」（reporting function）である。通常は中等教育
を終了する際に「言語パスポート」を記入し，教員
の認定も得て就職活動などに実際に利用できる。加
えて，言語ポートフォリオは学習者の動機づけの面
でも効果が期待できると思われる。
　また，フィンランド国内では国家教育委員会が成
人向けに The Finnish National Certificates of 

Language Proficiency と呼ばれる目標言語の機能的
な習熟度（functional language proficiency）を測る
テストを実施している。EU の CEFR に対応し，
2011年12月 1日より，目標言語の評価は 6段階で行
われている。テスト言語は，英語，フィンランド語，

フランス語，ドイツ語，イタリア語，ロシア語，サー
ミ語，スペイン語，スウェーデン語である。このテ
ストの結果も合格や不合格ではなく，受験者は受験
した言語の 4技能におけるそれぞれの習熟度を数字
で表された公式の証明書を受け取る。実際，どのく
らいのフィンランド人がスウェーデン語を受験して
いるのか定かではないが，フィンランドの公用語の
1つであるスウェーデン語の能力をこのテストで証
明することができるということは，スウェーデン語
学習者のやる気を後押しする一方，社会的にも大き
な意味があるのではないだろうか。

日本の英語教員を対象とし
たアンケート調査6

　2013年11月に日本全国の英語教員を対象としたア
ンケート調査を実施した。ご協力をお願いしたのは
過去に英検の STEP Bulletin に寄稿された日本の公
立高等学校の英語教員30名の方々であった。回答は
任意で無記名で回答いただき，郵送で返信いただい
た。回答は25名からお寄せいただいた（83％）。調
査結果は表 4のとおりである。
　各教員の自由度に関連し，教授法，授業中の使用
言語，教材，学習評価を決める際の中心的な役割に
ついての質問では，回答者の半数以上は回答者自身
が担っていることがわかった。また，教員の学習環
境を管理するための裁量権を増やすことと，学生の
学力向上に関する問いに対しては，回答が分かれた。
例えば，実態を一番（よく）把握している教員が教
授法やカリキュラムを作成するのが適当であるとの
意見がある一方で，（裁量権を増やすことは）教員
の意欲向上にはなるが，学生の成績向上にはつなが
らないだろうといった意見が寄せられた。この結果
からフィンランドにならい単純に裁量権を拡大する
ことで好ましい結果を期待できるのかどうかについ
ては，さらに調査が必要であると思われる。
　また，教員の質を向上させるには，研修制度の充
実が有効であろうという意見が多く寄せられた。実
際，回答者の88％が，これまでに教員免許状更新講
習以外で何らかの研修を経験され，そのほとんどす
べての方々が研修を肯定的に評価していることがわ
かった。一方，12％の方は，何らかの理由で研修を
受講されていなかった。今後，研修の時期や内容，
対象者について検討が進むことが望まれる。
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　さらに，英語の授業の際の学生の人数についての
質問では，回答者の40％が通常のクラスを英語の授
業の際には少人数化することがわかった。また，英
語の授業や外国語活動の際，約 7割近い回答者が，
学習速度の遅い学生のために補助教員配置の必要性

を感じていることがわかった。今後，それぞれの教
育段階における補助教員の役割や配置について調査
を進める場合，補助教員を既に配置しているフィン
ランドの例も参考にできるのではないかと思われ
る。

■	表 4：アンケート調査結果（回答人数：25名，調査期間：2013年11月 9 日から11月29日まで）
1.あなたの現在勤務されている学校の校種は，どれですか。 度数 割合%

小学校 8 32

中学校 7 28

高等学校 7 28

高等専門学校 2 8

元中学校教員で現在は教育センターの指導主事の方 1 4

合計 25 100

2.学校教員としての勤務年数は，どれくらいですか。
2年未満 0 0

5年程度 2 8

10年程度 9 36

20年程度 10 40

30年以上 4 16

合計 25 100

3.あなたの年齢は，次のうちどれですか。
20歳代 1 4

30歳代 9 36

40歳代 9 36

50歳代 6 24

60歳代 0 0

合計 25 100

4.教員の質を高めるには，次のうちどれが有効だと思われますか。（複数回答可）
教育実習期間を現行の2～4週間から，もっと長くする 5 10

修士の取得を義務づける 6 11

現職教員の研修制度を充実させる 18 35

賃金を上げる 12 23

その他（具体的に） 11 21

合計 52 100

「その他」のご意見
・教員採用前の研修制度を創設，教員数を増加，大学における教職課程の改善，教員の就業時間と残業時間を減らし，時
間的な余裕を作る，授業や授業準備時間以外の仕事を減らす，社会経験をさせる。研修に積極的に参加する，教員の評
価制度を充実させ能力に応じた給与体系を導入する，など。
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5.あなたの勤務時間に占める実際の授業時間の割合は，およそどのくらいですか。 度数 割合%

20％以下 4 16

25％以下 2 8

30％以下 7 28

40％以下 5 20

41％以上 7 28

合計 25 100

6.授業時間以外で，あなたが時間を割いている主な活動は何ですか。（複数回答可）

クラブ活動 11 18

学生指導 12 20

行事などの準備 14 23

学校運営に関すること 17 28

その他（具体的に） 7 11

合計 61 100

「その他」のご意見
・授業準備，教材研究，テストの採点，学力調査，小中合同研究，保護者対応，など。

7.教員免許状更新講習を別として，国内または海外で英語教育に関する研修，トレーニングを受けたことがありますか。

ある 22 88

7-1「ある」と答えた方，研修は役に立ちましたか。
　　大いに役に立っている 16 73

　　まあまあ役に立っている 6 27

　　どちらとも言えない 0 0

　　あまり役に立たない 0 0

　　あまり役に立っていない 0 0

いいえ 3 12

7-2　「いいえ」と答えた方，その理由を教えて下さい。（複数回答可）
　　機会がない 2 67

　　忙しい 0 0

　　役に立つと思えない 0 0

　　その他（具体的に） 1 33

8. あなたは，勤務する学校の発展や地域の教育に影響を与える機会を，自分に多く与えられていると感じていますか。
大いにあると思う 9 36

ある程度あると思う 9 36

どちらとも言えない 4 16

あまりそう思わない 3 12

全くそう思わない 0 0

合計 25 100
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9. あなたの教授法，授業中の使用言語，教材，学生の学習評価などを決める際，中心的な役割を果たしているのは，次の
　うちどれだと思いますか。（複数回答可） 度数 割合%

あなた自身 23 53

同僚の教員たち 9 21

地方の教育委員会 5 12

国 3 7

その他（具体的に） 3 7

合計 43 100

10. あなたの学校は地方教育委員会や同じ地域内の他校の教員と，その地方の特色を踏まえた英語科の教育目標を協議
することが，ありますか。
大いにある 3 12

ときどきある 9 36

どちらとも言えない 2 8

あまりない 8 32

全くない 3 12

合計 25 100

11. フィンランドでは，国家教育委員会の作成する学習指導要領を基に，教員が実践的なカリキュラムを作成し，教授
法，教材などを決めるなど，教員には，学習環境を管理するための裁量権（自由度）が多く与えられています。もし教
員の裁量権が増加したら，日本でも学生の学力向上をもたらすと思いますか。
大いにそう思う 3 12

ある程度そう思う 8 32

どちらとも言えない 7 28

あまりそう思わない 5 20

全くそう思わない 2 8

合計 25 100

ご意見
・「大いにそう思う」または「ある程度そう思う」とご回答いただいた方：
 学習指導要領にしばられて力のある教員が十分な力を発揮できない。実態を一番把握している教員が教授法やカリ
キュラムを作成するのが適当である。市販の教科書は頻繁に改訂されていない。
・「どちらとも言えない」とご回答いただいた方：
 教員の意欲向上にはなるが，学生の成績向上にはつながらないだろう。学習指導要領のおかげで全国のレベルがある
程度保たれている。
・「あまりそうは思わない」または「全くそうは思わない」とご回答された方：
 教員の指導力の差が影響するから。教員が多忙だから。など
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12. 文部科学省は2020年度をめどに，英語教育の開始時期を小学校の 3年生に引き下げ授業を必修化，5年生からは正式
な教科とし，授業数を現行よりそれぞれ増やす見込みです。これについて，どう思われますか。

大賛成 4 16

まあまあ賛成 5 20

どちらとも言えない 6 24

どちらかと言えば反対 7 28

反対 3 12

合計 25 100

ご意見
・ 「大賛成」，「まあまあ賛成」，「どちらとも言えない」とご回答の方：
　カタカナ読みが減る。賛成であるが，教員養成や財政支援は必要である。賛成であるが，教科になると技能面が重視
され，塾に通う児童が増えるのではないか心配。
・「どちらかと言えば反対」「反対」とご回答の方：
　小学校で教科として始めるのであれば，1年生から始めるべきで（3年生で音楽，図工，書道などの教科が新たにに増
えるので，ここにさらに英語が加わると3年生を担当する教員に負担が大きい。英語教員の確保や教材開発などを含
む体制が整っていないから。現在の外国語活動に対する検証が十分なされていないから。日本語教育にもっと力を入
れるべきである，など。

13. フィンランドでは，通常のクラス（20名程度）を，英語の授業の際には，10名程度に分割されることがよくあります。
あなたが勤務する学校で，英語の授業用にクラスを少人数化することは，ありますか。
ある 10 40

分割された1クラスは，何名ですか。 16-30

ない 15 60

もし，少人数化するとしたら，何名が適当と思われますか。 10-24

14. 英語の授業（外国語活動）において，もし，クラスの人数が今より少なくなったら，どんな利点があると思われます
か。（複数回答可）
学生1人1人の英語による発話の機会が増える 18 29

教室内で学生が英語で発話する際の不安感が軽減される 10 16

学生による理解の速度の差に，より細かく応じることができる 20 32

学生のディスカッションや，ディベートのスキルがアップする 8 13

その他（具体的に） 6 10

合計 62 100

「その他」のご意見
児童の1人1人の能力を把握できる。プレゼンテーションや，スピーチの評価がしやすくなる。教員が学生 1人 1人と
話す機会が増える，など。

15.英語の授業（外国語活動）で，学習速度の遅い学生のための補助教員を配置する必要があると感じたことがありますか。

よくある 10 40

ときどきある 7 28

どちらとも言えない 3 12

あまりない 5 20

全くない 0 0

合計 25 100

度数 割合%
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考察7
　フィンランドでは，すでに外国語，主として英語
学習が小学校 3年生から開始されており，その授業
のカリキュラム，教材，担当教員の育成，評価，そ
の後の義務教育での英語学習とのつながりなどの点
において，その経験から今後，多くのことを学ぶこ
とができると思われる。ヤーティネン先生の姪が通
学されている学校では算数を教科教員が英語で教え
ていらっしゃると伺った。CLIL の導入により授業
時間数を最小限に抑える工夫が，教える側と教わる
側によい効果をもたらしているのではないだろう
か。今後も，英語担当の教員だけではなく，他の科
目を担当の教員の声も聴きながら話し合い検討して
いくことが大切ではないかと思われる。
　また，今後日本でも英語力のさらなる向上をめざ
すために，英語教育従事者を含めたより多くの人々
の協力が必要であろうと推察される。フィンランド
の教育科学大臣は，教育改革の開始された1968年に，
「すべての子供の可能性に賭け，フィンランドを担
う人材に育てていくという点において，すべての政
党が合意し，おおきな政治的決断がなされた」（ハ
フィントンポスト，2013）と述べている。どの国の
教育にもさまざまな課題があると思われるが，現場

教員の声も聴きながら，関係する人々が協力的に意
見を出し合い問題に対応しながら前進させていく体
制作りが大切ではないかと考える。
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